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「KV2015」

20071999 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

「KV2021」 「新KV2021」

2016‒2018年2013‒2015年2010‒2012年2007‒2009年

● グループ経営の
推進

● 海外進出
● キリンビールを
事業持株会社とし、
社内カンパニー制を
導入

1999‒2006年 2007‒2012年 2013‒2015年 2016‒2018年

「KV2027」

2019‒2027年

2019年‒2021年

● 「再生から成長へ」
● キリンホール
ディングスと
キリン（株）を統合

● （株）ファンケルとの
資本業務提携

● 「オーガニック成長
 シフトの3年」
● キリンホールディングス
 をグローバル本社とし、
 地域統括会社制を導入
● 日本綜合飲料事業の
地域統括会社である
キリン（株）を新設

●  「“質的拡大”の推進」● 純粋持株会社制を
 導入し、キリン
 ホールディングスを
 設立

2003年
● 指名諮問委員会、報酬諮問委員会を設置
● グループリスク管理委員会を設置

2012年
● IABを設置

2006年
● グループ経営戦略会議を設置
● 情報開示委員会を設置
● グループCSR委員会を設置

2017年
● 役員報酬体系を見直し
● 譲渡制限付株式（業績条件付）を導入

2014年
● グループCSV委員会に
名称変更

2016年
● コーポレートガバナンス・ポリシーを発表
● 指名・報酬諮問委員会に統合
● 社外取締役が指名・報酬諮問委員会の
委員長に就任

● グループリスク・コンプライアンス委員会に
 改編

2010‒2012年
● 有価証券などの資産流動化

2015年
● キリンホールディングス／キリン（株）に、
新たな執行役員制を導入

● キリンホールディングスに海外担当執行役員を設置

2018年
● 政策保有株式の縮減を
コーポレートガバナンス・
ポリシーに明記

役
員
構
成
の
変
化

※取締役の人数構成。各年4月1日時点の人数を記載

2012年
● 女性監査役が就任

2002年 2003年
● 取締役会をスリム化

2007年
● 退職慰労金制度、顧問制度の廃止

● 取締役の任期を２年から１年に短縮

社内 23名 社内 8名

社外 2名

25名 10名

● 非連続成長への挑戦
● M&Aによる積極的な海外展開

● KV2015で獲得した
グローバルな
事業基盤を生かした
オーガニック成長

● 日本綜合飲料事業の
再生

● ｢キリングループ
ならではのCSV」を
明確化

● 食から医にわたる
領域での価値創造

● 世界のCSV
先進企業へ

● 「構造改革による、
キリングループの再生」

2016年
● 女性取締役が就任
● 社外取締役が
 取締役会議長に
 就任

2020年
● 外国人取締役が就任
● 取締役会に占める
 社外取締役比率は
 過半数へ

社外 2名

社内
5名

12名

社外 
7名

社内
5名

社外 
4名

長期経営構想

中期経営計画

グループ会社

キリンホールディングス

取締役会　 監査役会　 

会計監査人　 

指名・報酬諮問委員会　 

社長

執行役員
各部門

事業会社 機能分担会社

監査

監査
監査

内部監査

内部監査

監査議長

委員長

独立社外3名社内2名

独立社外3名社内2名

社内5名 独立社外7名

株主総会

1
2

2

経営監査部 2

3

4

4
4

グループCSV委員会　 
グループリスク・コンプライアンス委員会　 

情報開示委員会　 

9名

グループ経営戦略会議 4

指名・報酬諮問委員会：取締役会の諮問機関である同委員会は、客観
的かつ公正な視点から、当社および主要グループ会社の取締役、監査
役、執行役員などの選解任、報酬と、当社取締役社長の候補者計画（サ
クセッションプラン）について審議する役割を担っています。

構成については、委員長および委員の過半数を社外取締役とし、客観
性・透明性を確保しています。任期は１年です。
【独立社外】　荒川 詔四（委員長）、　柳 弘之、　松田千恵子
【社内】　 磯崎 功典、　  三好 敏也

グループ経営戦略会議：キリングループに影響の大きい戦略および投
資に関する事項について、社長の意思決定を補佐・支援しています。
情報開示委員会：社長の委任により、株主・投資家への有益な情報提
供の観点から、適時開示情報をはじめとする情報の重要性と開示の必
要性をタイムリーに審議・決定しています。

社長の諮問機関4

執行・事業会社の戦略（仮説）を検証し、大所高所から的確な提言を行
うことで、「重要な意思決定」機能、「監督」機能を発揮し、中長期的な企
業価値向上を促進しています。
「重要な意思決定」機能
●執行側への権限移譲により意思決定機能をコンパクトにすることで、
重要案件への絞り込みや中長期・グループ経営視点での議論に集中

「監督」機能
●コーポレートガバナンス・ポリシーの導入や業績評価などによりモニ
タリングを強化
●社外取締役が専門的・客観的な立場からの監督機能を発揮

●監査役は、監査役会に加えて、取締役会など重要な会議への出席や、
国内外グループ会社への往査などを通じて、取締役の職務執行状況
を監査しています。また、グループ各社の監査役と緊密に連携し、監
査の実効性を高めています。

●内部監査については、経営監査部がグループの重要リスクおよび内
部統制に関する監査を実施しています。なお、経営監査部、監査役お
よび会計監査人は、情報・意見交換や協議を適宜行っています。経営
監査部と監査役は内部統制部門の会議への出席を通じて必要な情報
を得ており、会計監査人も必要に応じて内部統制部門に対してヒアリ
ングを行い、それぞれ実効性のある監査を実施しています。

International Advisory Board（IAB）
社長（CEO）の諮問機関として設置し、キリングループが推進するグローバル
成長戦略や、リスクマネジメント、コーポレートガバナンスについて助言・提言し
ています。国際経験が豊富で多様なバックグラウンドをもつグローバルメン
バーと、キリンホールディングスの取締役、執行役員などで構成されています。

ストラテジックアドバイザー
豊富な経験と専門性を備えた社外有識者が任命され、社長（CEO）の諮問
機関であるグループ経営戦略会議に出席し、専門的・大局的な視点から助言・
提言を行っています。

グループCSV委員会：　　 P.38参照

グループリスク・コンプライアンス委員会：　　 P.64参照

取締役会の諮問機関3当社が考える「取締役会の果たすべき機能」1

監査役、会計監査人と内部統制部門の相互連携2

コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンス体制
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